
北

昭

項

海

平
」

道

成

和

を

告

平

示

成

年

年

第

第

北

北

年

海

海

条

４

道

道

第

月

号

告

告

１

１

に

項

北

平
改

海

成
正
平

平
第

道

平

成

す
成

告

条

成

年
る

示

年
第

北
。
年

第

海

４

年

北
１

４

海
項

道

月

月

道
」

号

日

示
、

示

日

１

告
に

告

１

正

〇

〇

北

平
す

海

成
る

国
網

道

。

定
走

告

公
国

年
示

北

園
定

第

海

の
公
公
園

道

園
特

号

業
地

示

事
別

告

〇

〇

〇

〇

〇

定
定
然
定
沼

国
国
自
国
大

園
園
園
園
定

公
公
公
公
国

特
集
に
公
園

の
の
法
の
公

地
施
る
計
係

別
団
よ
園
に

域
設
公
画
る

示

示

日

に
第

第

」

火

、

号

曜

号

日

同

自

）

公

定
第

然

国
法

公

よ

集
３

に

の
第

法

園
条

園

第

第

施
」

る

団
項

同法
号
第

号 園

公
３

公

定
第

定

国
条

国

別

団

特
を

集

の
」

の

園
項

の
域

第

地
同

施

一
内
部
に

告

更
け

変
お

号 園

部
為

公

一
行

定

の
る

国

準

別

…
基

特

正
可

の

改
許

園

の
地
園
の
公

…
の

地

…
業

域
の
画
更
事

区
区
計
変

変
定
一
一
の

の
指
の
の

目

の
変
決
改
定

更
の
部
部
決

部
の
の
…
一

一
更
定
正
の

告

正
部
部
…
改

改
一
一
…
部

…
正
正
…
…

…
改
改
…
正

示

園

設
を

公

北

第

の

の
法

画

区
同

計

地

決

の
道

条

部

定
海

５

一

指
項

）

更
事

３

定

変
知

第

北

改

一

に

の

中
堀

」

等

）

区

の
第

地

域
法

設

め

部

第

定

北
の
第

指

域
条

の

区
５

）
」

変

道
更
項

の

海
変
３ 改

）

事
中
に

更

知

る

一

堀
第
め

の

例

の

…
特

域

第

を

条
。

部

…
部

の

…
一

域

…
の

区

…

示

の

…
…

）

…
正

更

…
改

変 一

…
…

の

環
環

次

然
然

を

自
自

部

…
…
…

…
…
…
…
…

境
境

…
…
…
…
…

…
…

次

…
…
…
…
…

…
…
…
…
…

…
…
…
…
…

…
…
…
…
…

…
…
…
…
…

…
…
…
…
…

然
然
然
然
然

自
自
自
自
自

刷印

境
境
境
境
境

環
環
環
環
環

富

発

電

行

話

北

海

達

る

を

１

よ

也

の

第
。

次

条

道

」
昭

」
昭

７
項

７
項

２

３

条

条

公

第

第
和
を

を
和

３

３
北
法

法
北

項

項
年
同

同
年

項

の

達
１

次

第

第
海

」

」

る

１

を

う

也
」

よ

北

昭
。

海

平

昭

道

成

和

平
条

告

和

成
第

示

２
２

年

年

第

４

北

年

年
項

海

北

北
」

月

改に

）
）

う

課
課

よ

海
を

昭
項

条

中

項

２

６

７

８

９

昭
第
昭

昭
」

を

和
２
和
第
和
を
和
」

項
年
」
年
条
年
第
年 海

７

北
を
北
第
北
７
北
第

課
課
課
課
課

海
２
海
条

プ士

）
）
）
）
）

ペ

リ

ー

トン

ジ
項

７

３

２

３

４
５ 和

」

」
昭
第
昭
条
昭
昭
項 に

を
和
７
和
第
和
３

条

北
め

第
年
第
年
項
年
年
改

に
海
海
る

７
北
３
北
」
北

条
海
項
海

総

内

務
－

－

部
海

線

法制

－

道

－
文書課

）

）

和

正
成
改
平

昭

にう

１

す

に

に
海

月

北

。
４

年

る
年

報

告
条

条
告

、

、
道
７

７
道

第
６

６
第

同

同
示
第

第
示

法

法

項

項

第

第

」

」

号
改

改

条

条

に

に
号

第

第

る

る
定

定

３

３

め

め
国

国

園

園

」

」

。

。
公

公

項

項

道

海

の

の

を

を

号

告

道

道

１

条

第

示

示
７

示

告

告
第

日

第

第

第

号

３
号
項

号

」

国

公

園

寒
改

定

公

暑
に

国

定

売
。

の

公

天
る

園

の

別
め

海

告
第

道
第
道
項
道
第
道
条

示
項
示
３

告
７
告
」
告
３

第
第

第
」
第
項

示
条
示
を

第

」

に

第

３

に

、

７

項」

条
号

号
改

号

号
第

同

め

に
セ

セ
改

３
国
条
日
る

ニ

ニ

４
山

コ

コ
め

項
定
第
高
。

。

に
園
項
脈

積

積
る

」
公

道
道
。

小
、
に
」
襟

丹

丹

告
に
告

告
告

第
道
」
道
、

３

え
第
第

項
示
改
示
備
示
示

」
第
め
第
つ
５

る

に

け
号

。

、
号

号
て

号

備

」
自

定

然

公
園

え
国

自
を
然
公

つ

園
え
法
画

け
公

公
備
園
計

１

海
」
の

の
付
に
の

て
園

第示告

日

道 号

公

公

法園公然自

第

第

計

計

法

法

園

園

同

同

変

変

条

条

の

の

８

８

画

画

項

項

）

）

４

４

更

更

第

第

」

」

中

中

号

第

第

に

に

外

、

、

第

条

条第

同

同

国

計

画

尻

園

計

焼

公

園

第

）

園

変

更

公

の

変

定

画

の

道
中

の

係

海
）

等

に

北
更

公

知

一

る

を

園

事
第

部

計

を
裳

小

の

第

の

画

堀
条

次

関
備
す

国

樽

樽

条
公

岸

岸
え
る
同
定

海

海

定

定
け
園
第
園

国

国
つ
公

」
画
項
公

公

公
て
計
６
の

に
計

の

に
を
の
」
園

園

園

一
め
の

キ

る
備
部
改
画

ス

係

場

道
付
定
る
決

ー

車
え
決

一

て
中

）

計

計
け
）
。
定

園

園
て
づ
部

を
公

公
け
基

画
に
公
定

備
計

計
」
く
決

計
中

付
の

の
改
園
）

え
画

て
部

定
る
画

け
一

決
め

」
決

）
。
の
第

に
定

中

決

改
）

定
条
は
２

め
中

第

）
第

る

第

廃
」

。
第

条

、
項

海
の
北
画計園公るよに 中

堀
）定

事
決
知
部
道
一

２

２

法

法

項

項

第

第

号

」

」

第

第

を

を

条

条

４

第
４

第

）

達
」

に

定

項

う

決

２

よ

也

正

中

を

改

第

す

第

」

中

画

画
に
第

）

の

第

中

一
改
部
め
条
。
２

第

定
る
第

条

第

決 ）

第

項

す

条

２

止
を

」

条

項

を

。
７

２

」

る
第

を

第

第

第
達

２
也
第条



昭

昭

を

４

４

を

２

３

４

５

昭
項
昭
項
和

第
和
」
和
」

第
和

に

７

に

７

第
北

年

条
年
改
年
改

条
年

海
る

４
海

北

第
北
め
北
め

道
。
道
。

項
道

海

４
海
る

に

１
」
告

告

」
告

道

項

北

昭
改

海

正
平

昭

中

道

和
す
成

和

告

第

る

示

年
。
年

年

第

４

北

北

条

海

第

月

海

道

２

号

」

日

告

告

項

１

道

９
更

更

第
成
項

）
平
第
平
）
平
２
平

条
６

７
」

成

成

中

７
成
中

４

北

年

年

第

第
年
第
年
を

３
北

北

北

道
７

海

海

条

項
海
条
海
第

告
２
告
条

道

道

第

」
道
第

２

５

６

７

８
２

に

成
」

第
昭
第
昭
第
平
項
平

和

和

成

条
元
を

条

元

条

年

第
年
第
年
第
年 海
７
北

２
北
２
北
２
北
第

道
」
道
条
海

項
海
項
海
項

告
を
告
を
告
第
道

」
道
」

を
条
」
昭

７
項

４
を

平

第

和

成

３
同
項

年
法

年

第
」

北

４

７
に

海

月

条
道

、

１

第

改
第

示

に
示

示

に
示

告 第

改
第

め

め

る

る。
号

号

。
号

号

公

公

園

園

然

然

公

公

自

自

の

の

法

法

業

業

園

園

事

事

示

示

部

部

よ

よ

一

一

に

に

第

第

を 第

号

条

号

７

大

」

定

国

項

国

沼

３

沼

大

第

に

め

に

園

改

園

公

に

公

定

改
示
項
示
第

告

告

係

る

係

第

」

め
第
」
第
３

示

示

項

項

第

を

を

る

」

。

７

７

改

第

号
第
号
に

号

号
る

走

寒

条

ニ
条
網
め

網

暑

コ
３
国
。

国

別

第

セ
第
走 公

公

売

項

積
項
定

定

天

３

尻

に

小
に
園

園

焼

」

丹
」

示

示

示
３
告

改

樽
改
に

の

示
」
第

第
第
第
第
第
第
項

７

７

７

条
号
に

条

条第
号
第
号
第

改
号

３

３

３
大
め 。
セ

項
ニ
項
ニ
項
沼
る
ニ

コ
に
定

コ

」
セ
」
セ
」
国

改
積
改
積
改
公

積

に
コ
に

る
に

小

め
丹
め
丹
め
園

丹

樽
。
樽
。
関

樽

る
小
る
小

告
。

第

日

第

法
６
示

同
項

火

第
」

曜

に

日

改
条

号

）

第

定

」

国
。
項

走
る
３

網
め

公

を

公

公

決

決

る

る

法

に

同

園

中

中

事

事

）

）

園

園

定

定

業

業

一

決

第

第

の

の

定

中

第

第

決

）

条

条

部

定

項

項

）

３

３

」

」

中

第

を

を

事

園

園

公

公

る

。

る

第

条

決
道

決

の
海

の

業
北

業

事
堀

の

中

等

）
事

）

定
知

定 一部

第

を

る
す

園

定

め

海
め
関

公

国

画

園

。

国
。
る

計

公

る

岸 園

計

変

関

公

園

の

に

定

公

中

公

関

の

）

る

に

画

更

す

る

部

園

す

一

公

変

計

第

園

更

画

す

海

画

中

第

一

計

）

の

条

国

国

公

国

岸

岸

る

岸

海

海

画

園

公

公

計

公

定

定

園

定

公

公

一

関

の

の

の

に

園

園

更

公

計

計

変

る

園

園

部

す

一

一

中

計

の

の

）

園

画

画

公

条

る

８

す

第

関

部

部

画

、に

の画

」項

計

４

園

第

一

北

部 の

第

更

法

変

同

第

第

第

」

３

条

条

項

第

７

７

条

３

第

第

項

条

び
７
海

昭
」
昭
第
昭
第
北
昭

条
道
和

和
を
和
４
和
項

４
走
年

年
第
年
」
年
第
網

改
海
項
支
北

北
７
北
に
北

よ

３

の

第
達

次

条
海
条
海

」

う

項
也

項

項

和
７

昭
」
昭
」
昭
第
昭
第 条

和

和

和

を

を

７条
北
４

年

年

年

第

第

第
年
第

条

項
海
項

北

北

北

７

７

４

の

部

２

条

更

」

一

第

項

変

部

を

変

条

）

昭
」
昭
」
昭
」

項

項

項

項

和

和

和

和

を

を

を

を

昭
」

７

７

年

年

年

年

第

第

第

第

条

条

条

条

北

北

北

北

７

７

一

変

変

第

の

更

更

中

中

第

変

）

）

条

部

７

８

９

昭
」
昭
」
昭
」

項

項

項

項

和

和

和

和

を

を

を

を

昭
」

７

７

年

年

年

年

第

第

第

第

条

条

条

条

北

北

北

北

７

７

海

概

４

中）

第

要

条

道

」
昭
」

項

項
６

公

和
を

を

庁
海

条

条
北
７

７
年
第

第

告
に
地
道

道
第
道
め
道
」

示
。
示
、
域
告

告
４
告
る

第

第
」
第

第

政
示

示
項

北
策

に

海
部

改 る

林
境

号
め
号

号
道
環
号

部
活
然

自
。
国

国
務
生
自 園

公

公

公
林
課
公

然

定

定

事

に
課
に
法

園

園

園
政
」

道
第

第

」
道
」

海

海

海

法

告

告

告
４

４

に
告
に

道

道

第
め

示

示

示
項

項

改
示
改 る

第

第

第
」

」

め

に

に

る

。

改

改

。
号

号
る

る

号
め

め

号

国

自

公

公

定

定

定

然

国
。

。

国

に

に

に

法

園

園

園

園

公

公

道

道

第

第

第

第

海

海

海

海

告

告

告

告

４

４

４

４

道

道

」

」

示

示

示

示

項

項

項

項

に

に

に

に

第

第

第

第

」

」

改

改

改

改

る

る

号

号

号

号

め

め

め

め

る

る
定

定

国

国

国

国

。

。

。

。

園

園

園

園

公

公

公

公

定

定

第

第

海

海

海

海

に

に

に

に

４

４

４

４

道

道

道

道

第

第
示

示

項

項

項

項

告

告

告

告

第

第

第

第

」

」

」

」

示

示
に

に

に

に

改

改

改

改

る

る

号

号

号

号

め

め

め

め

る

る
定

定

国

国

国

国

。

。

。

。

園

園

園

園

公

公

公

公

定

定

海

に

に

に

に

報

」
示
項

項
告
４

４
道
第

第

に

に
第
」 改

改

る

る
号
め

め

」
、
に

に園公定国
。

。

よ

の

る
を

よ

に

業

係

る

一

公

備
る

事
海
つ
園

公

部

園
北
え
公

て
業

事

定

業
道
け
事

園

決

の

中

決
境
」
の

業

）

の
環

一

定
生
を
一

部

第

）
活

部

中
部
備
決

決定

条

環
え
定

室
け
中

）

第

第
境
付
）

る

る

る

よ

係

係

係

に

中

３

事

園

園

園

園

公

公

公

公

る

の

の

の

業

業

業

業

事

事

事

部

）

部

定

定

一

一

決

決

の 定

定

中

決

中

決

）

中

第

）

第

）

中

公

公

る

る

る

る

係

係

係

係

事

事

事

事

園

園

園

園

公

公

一

一

の

の

の

の

業

業

業

業

決

決

決

決

部

部

部

部

一

一

中

中

）

）

）

）

定

定

定

定

る

る

る

る

係

係

係

係

中

中

事

事

園

園

園

園

公

公

公

公

の

の

の

の

業

業

業

業

事

事

決

決

部

部

部

部

一

一

一

一

）

）

）

）

定

定

定

定

決

決

業事園公る係

中

中

中

中

部一の

号

決

外

定

第

中）

項

条
自
て

第

」

第
然
」
第

を

３
環
に

条

項
境
改
条

を
及
る
３

第

第

」
課
め
第

。

３

７

条

条

第

第

第

第

３

３ を

を」

第

」

第

項

項

条

条 ３

３

第

第

第

第

３

３

第

第

第

第

条

条

条

条

３

３

第

第

第

第

３

３

第

第

第

第

条

条

条

条

３

３

第

号

３第条



項

項

昭
第
昭
」
昭
」

平

和

和
７

を
和
を

成

条
年

年
第

第
年
第

年

北

北
４

７
北
７

４

海

海
項

条
海
条

月

道

道
」

第
道
第

１

告
に

４
告
４

昭

昭
４
昭
」

４
て

を

第

項

項
昭

」

」

」

和

和

に
和
第
和
項

を

７

改
を

年

年

め
年
条
年
に

第 条
北

第
北

る
北
第
北
改

７

る

第

７

海

海

。
海
４
海
め

」
告
。

４

条

道

道

道
項
道

告

昭
項
昭
項
昭
項

項

４

４

３
和

和
を
和
」
和
」

」

昭
」

に

を

に

年

年
第
年
、
年
、
北

北
７
北

北

第

え

条
海

海
条
海
備
海
備

７

つ
告
つ

第
道

道
第
道
え
道

告
４
告

項
に

項

項
和
を

第
昭
」
改
昭
」
昭
」

７
和
を
め
和
を

る

条

北
７

第
年
第
。
年
第
年
第

条

海
条
海
条

４
北
７

北
７

４

」
道
第

道
第
道
第

項
海
に
告
４

告
４
告

を
和
４
和

」
昭
第
昭

項

条 項 、
海

７
北
に
北

第
年
」
年

第
道

道

条
海

告

４
告
備
告

日

め

」
第
」

示

示
改

項
示
項

第

第

火

に

る

に

曜

、

。

、

日

号

号

号

）

同

基

定

定

第
定
き

国

国

条
国
づ

園

園

項
園
セ

公

公

４
公
ニ

係

係

を
関
」

に

に

」
に
コ

る

す
を

示

示

示
に
示

項

第

告

告

る

に

項

第

第

第
、
第

」

４ 」

備
号

改

に
号
、

号

号
え

め

つ
網

る

国

定
て
国

定
か

網

国
け
走

。

公

園
る

国

公
」
定

公
か

走 公

に

園

宿
」

定

園
を

か
え
業

事

園

か
備
事

舎
を

示
項
示
け
示
け

４
告

に

係

」
第

第
」
第
て
第
て

項
示
」

」

に

を

に

を

、
号

号

号

改
号

か

備

備

め 。
然

国
か
国
え
国
え

る
自

け
公
け
公

定
る
定
付
定
付

園
を
園
て
園
て
園

公
」
公

に

事
」
事
」
法

の
改
基

か
係
業
に
業
に
に

示
項

示
項
示
項

か
る
の
改

に

め
第
」

第
」
第
」

改

に

に

る

、

、

、

。
号

号

号

か

か

か

定
る
定
る

国
か

国
か
国
か

園
を

公
」

公
」
公
」

定
る

に

に

に

園
を

園
を

か
る
か
る

か
係

か
係
か
係

」
第
つ
第

項
示
え
示

か
る

け

に

て

、
号
」
号

備

を

え
国

国
付
園

け
公
え
公

つ
定
備
定

を
業
て
公

」
事
け
の

て
園 の

」
園

公

同
る

事

第
園
づ

園

園

条
公
基

公

の

項
業
、

業

業

６
事
き

事

定

に
一
セ

一

決

」
の
ニ

の

中

め
決
」

決

）

改
部
コ

部
る
定
に

定

北

中

中

第

。
）
、

）

条

同

る

係

る
付
の

業

第

第
条

第

園
て
定

決

る

」

公
け
決

の

中

並

園

、

事
」
）

定

公

に

の
改

び

事

業
に

事

の

え

決
め
第

に

業

備

定
る
第

承

定

け

）
。
条

業

決

つ

３

認

）

て

中

」

中
を

第

項

）

中

」

条

を

第

定
る
く

る
」
決
め
決
め
づ

改
）
。
）
。
公

公
に
定
る

業
る

事

事
め
中

中

園

園

の

の
。
第

第

業

一

３

決

決

第

第

部

部

条

条

一

中

」

」

）

）

項

項

定

定

３ を

を

中

に
公
に

る
」

る
」
る
」

第
め

園
、

園
改
園
改

公
に

公

事

事
め
事

の
。
の
。

業
同

業
る
業
る

部
４

部

部

一
第

一

一

の
条

）

）

定
」

定

定

決
項

決

決

中

中

中

）
を 同

改
業

備
一
に
事

第
条

第

第

け
定
る
一

付
決
め
の

え
部

に

定

」
中

決

て
）
。
部 中

改
第

）

める
条
。
第

第

３ 」

第

項

条

海

第

３

３
」

」

第
項

第

項

条
４

条

を

３

道

決

昭
第
昭
定
昭
第

公

の
和

和

和

条

条

概

３

）
北
３

年

条
第

要
年
第

海
項

中
海
項

北

北

備

第

第

条

え

３

第

第
け

」

条

３

項

７

条

第

付

中

項

決

中
昭
条
昭

昭
」
昭
定 概

和
第

第
和
第
和
を
和
の

３

）

年
条

項
年
条
年
第
年
要
海
中

北
第

」
北
第
北
７
北

３

を
海
３
海
条

第

第

第

条

７

７

３

第

第

第

第

条

条

条 第 項
和

第
昭
第
昭
第
昭
３
昭

和

和

和

」

条

条

条
北

北

年

年

第

第

第
年
を
年

北

北

３

３

３

項

項

項
海
第
海

第

３

３

第
項

第

第

条
６

条

条

３
」

項

７

を

第
昭
第
昭
第
昭
」
昭

条
和

和

和

７

７
和

条

条

４

７
年

年

年

第

第
年
第

第

項
海
項

条
北

北

北

４

４
北

項

を

３
項

７

を

第

」

昭
」
昭

を

項

条
和

和

同

を

項

条
北

北

６

７
年

年

第

第

海

報

道

道
」

道
」
示

告

告
を

第
告
を

示

示

７

第

第
第

条
第
第

７

第

条

条

３

４

」

４

号
第

項
号
第

号
」

セ
」

然

ニ
項

を
ニ
項

自

セ

７
積
改

園

コ
に

第
コ
に

公

道

海

丹
め

条
丹
め

法

積
改

道
項

道
項
道
第

告
」

第
告
」
告
４
告
第

示
を

７
示
を
示
項
示

第
条
第

第
」
第
条第

に

第

第

第

３

改

７

７

４

」

条

項
号
条
号
め
号
項

号
第

」

第

る

高
４

に
ニ
４
網
。
自
を

日
項

改
セ
項
走

然
７

脈
」

め
コ
」
国

公
第

山

公

法
条

襟
に

る
積
に
定

園

」
道
７
道

海

海

改

。
丹
改

を

を

を
告
条
告

道

道

」

」
示

示

示
第
示

告

告

第

第

第

第

第
第
４
第
項

７

７

７

」

条

条

条 ４

改

第

第

第
号
に
号

号

号

４

４
高

高

項

項

項
大
め
ニ

日

日

。
コ

山

山

」

」

」
沼
る
セ

改

改
定

積

脈

脈

に

に

に
国

海

海
め

め

め
公

丹

襟

襟

改

４
道

道

道

」

」
道
」

第
海

示
、

項
告

告

告

に

に
告
に

第

第

第

第

」
示

示

示

、

、

同

に

同

同

条

改

条

条
号

号

４

４

４

る
号

第

第
号
第

め

国

日

定
」

定

高

国

項

項
国
項

。
公

を

を
公
を

公

山

定

」

」

園

園

園

脈

第
海

海

に

同

同
の
同

の

襟

示

改

項
告

告

に

４
道

道

」 る

に
第

第

め

」
示

。

、
号

号
同
国

項
園

公
４
公

定
第
定

国
条

小
る

第
小
る

に

に
」
の

園

海

項
海

る

樽
。

４
樽
。

よ

定

国

国

に
国

走

岸

」
岸

網

園

る
園

公

公

め
公

定

定

改
に

の

。
の

園

号

園

園

関

公

公

外

事

事

す

第

公

業

業

る

国
め

小
め
園

に
第

裳

の

の

関

る
項

定
る

樽
る
に

よ
４ に

園

岸

す

網
」

公
。

海
。

め

関

定

公

国
改

に

国

る

走
。

る

園

事

公
る

す

公

園

定

決

関

園

関

の

に

公

に

業

園

の

公

）

る

業

る

定

す

事

す

る

る

る
園

小

裳

裳

園

中

公

海

定

定

。

。

。
に

樽

国

国 に

る

国

園

園

す

岸

公

公

関

園

す

す

園

公

関

関

公

定

に

園

の

関

公

公

業

に

る

る

事

公

業

業

部

る

事

事

一

す

園

条
公
条

公

裳

定

園

の

の

決

定

る

第

第
園
第

園

国

係

条

業
項

業

公

公

６

６
事
６

事

事

」

」
の
」

の

園

園

項

項

改

部

関

業

に

に
一
に

一

に

め

め
決
め

決

す

の

改

改
部

）

公

部

る

る
定
る

定

る

一

事

定

中

中

園

決

。

。
）
。

中

第

業

第

）

の

園

係
を
公

事
第
の

園
条
業

公
同
事

る

定

一
」
決

の
項
部

業
６
一

る
定
め
中

決
改
）

部
に

中
。
第

）

一

一

園

部

部

事

号

中

）

）

一

定

定

の

決

決

業

中

部

事

園

決

業

）

業

第

事

定

の 定

第

一

決

条

の

中

部

部

）

事

一

一

第

）

３

部

の

決

決

中

業 定

）

）

第

決

定

定

中

中

条

）

条

一

条

第

第

部

第

３

決

３

３

中

」

」

）

第

項

項

定

条

を

を

条第

第

３

３

を」

第

項

条



中

第

第３
平
条
平

平
３
平
」
６

項
成
第
成
第
成
項
成

５

」
５
３
５

北

北

を
年
項
年
条
年
を
年

北
」
北
第

７
道

第
海
を
海
３
海
第
海

７
道

道
項
道

条
告
第
告
」
告
条
告

３
平
」
平
３
平

４

第

項

第
成

成

」
成
項
成
を

項

項
平

５

５

に
４
」
４

」

北
７
年

年

改
年
を
年
第

を
北

北

め
北

第

７
海

海

る
海
第
海
条

第

条
告
４

条
道

道

。
道
７
道

告

平

平
３
平
」
平

第

中

第

項

３

４

４

成
項

第
成
項
成
を
成

３
」

３
」

７
北

年
を

条
年
を
年
第
年

北
第
北

北
第
道

海
第

３
海
第
海
条
海

条
告
４
告

道
７

項
道
７
道

条

」
告

第

第

中

３
平
３
平
第
平

平

成
第

成

成

成

項

項
２

２

３

」

」

条
２ 北
第

年

年

年

を

を

第
年
条

北

北

北
３
道
項

海

海

海

第

第

項
海
３

条

を
告
」

道

道

道

７

７

」

条

中
平
）
平

定

平

成

成

成

元

元
第
年

年

年

北

北
条

４

第
海

海

月

３
道

道

１

４
第

第
示
７
示
を
示
第
示

４
第
条
第

第
項

第

第

項

」

７

４

」

第

改

に
号
項
号
条
号
に
号

改

」

る
セ

め
暑
に
暑
４
網
め
ニ

」
国
。
コ

る
寒
改
寒
項
走

天
る
天
に
定

積

。
別
め
別 焼

め
園

小

売
。
売
改
公

丹

項

第
告

告

尻

尻
る
に

樽

焼

第
４
第
」

４
示

示

示
第
示
に

項
第

第

項

改

」

」 改

る

改

号
に
号
め

に
号

号
る
走

沼

網
め
網
。

め
網

大 定

国
。
国

。
国

国

走
る
走 園

園

園

公

公

公

公

定

定

定

第
示
項
示

告

に

に

に

に

園

４

第
４
第
」
第

示
第

を
示

第

に

項

項

第

改

」

」

７

改

る

に

条
号
に
号
め
号

号
改

第

園

寒
め

４
大
め
網
。
公

暑

国
。
国

事

別
る

項
沼
る
走 公

の

売
に
定

定

業

天
。

」

に

部

尻
め
園

園

一

焼
改
公

示

第

第

示
を

告

告

告

る
に

示

示

第

第

第

４

４

第
第
第

項

項

７

７

」

」

条 ４

第

に

に

第
号
条

号

号

号

改

改

沼

高

め

め

項
暑
４

網

大

日

」

国

国

山

る

る

」
寒
項

走

改
天
に

定

定

脈

。

。

に
別

め

園

園

裳
め
売
改

公

公

襟

告

告

。
尻
る

に

に

国
る
焼

項

日

第

第
」
示

示
を

火曜

第
号

号

日

７

）

積
４
国

コ
第
走

セ
条
網

ニ

に

樽
に
園

小
」
公

丹
項
定

定

定

す

岸

国

国
。
関

海

改

園

公

園

園

公

定

公

公

る

国

園

す

業

に

公

関

事

園

の

に

部

る

業

公

一

す

事

る

の

関

部

業

定

園

一

事

決

公

の

園

関

関

定

一

中

業

決

の

）

事

る

る

る

る

す

す

す

す

関

関

事

事

園

園

園

園

公

公

公

公

の

の

の

の

業

業

業

業

事

事

決

決

部

定

部

部

一

決

一

一

）

）

）

定

中

定

定

決

）

定
。
関

か

決

国

中

第

中

中

公

中

園

る

る

）

公

す

か

定

園

園

に

公

す

事

事

第

関

業

業

３

園

一

決

第

公

の

の

条

る

定

中

」

業

決

）

項

事

部

定

）

を

の

す

公

国
。

関

関

定

中

第

一

園

公

公

に

公

る

る

園

定

す

業

る

関

事

事

す

に

園

園

関

公

一

一

園

る

の

の

公

す

業

定

の

事

決

決

業

園

部

部

事

一

中

部

中

の

）

一

）

業

定

定
。
る

国
る
す

岸
め
関

海 す

の

関

業

に

事

園

園

公

公 部

る

一

北

部

の

中

業

）

事

定

園

決

公

）

部

中

決

第

一

定

第

）

条

決 北海

第

中
項

道

平
４
渡
平

」

告

第

成

成

項
島

に

示

」
支

改

第

条

年

年

を
庁

め
第

北

北
」

、

第
の

第

条

第

第

第

条

３

条

条

平

」
平

」

中
項

中
項

中
項

」

改

第

第

第

成
に

に
成

に

改

改
北

る

条

条

条

年
め

め
年

め

。

。
海

。

第

第

第

北
る

る

第

部

第

条

第

条

７

決定）

条

３

第

」
平
」
平

」
平

項

項

中
項

平

第

成

成
を

を
成

に
成
、

９

条

年

年
第

第
年

年
法
海

第

北

北
７

７
北

同
北

部

決

条

条
海

決

定

第

第

）

定

条

中

）

条

第

中

平
３
平
第
平

平
条

第

第

成

成

成

成
項

３

８

８

９

７
」

条

第

」

年

年

年

年
を

第

条

項

北

北

北

北

３

海
第

項

３

を

海

の一

第

部決

条

道

定）
平
条

公

７
３
成
中

第 」
年
第

項
北

４

海

海

条

を

号

告

条
に

萌
項

道

道

７
前

留
を

示

示

第

支
」

告 第

第

４
北

庁

項
海

」
第

」
道

の

、
を

に
条

に
」

前

号

号
７ ４

加

大

暑
第

る

海

国

別
項

同
え

北

沼

寒

公

売
に

第
。

道

定

天
」

法

」
、

告

項

項

項

道

道

３

３

４

海

第

を

を

を

示

示

」

」

」

告 第

第

第

第

７

７

７

条

条

条
号

号

第

第

第

項

項

項
寒

寒

４

４

４
暑

暑

に

に

に
天

天

」

」

」
別

別

第
道

３

海

海

、

、

、
売

売

告

項

道

道
第

第
道
」

告

告
４

４
告

第
第

を

示

示
項

項
示

条
示

第

第
」

」
第

４

に

に

第
項

改

、

７条

め

号

」
号

号

号
る

同

を
第４

。

法
暑

ニ

網

網

コ

国

国

項

第
寒

同
セ

走

走

別

法
」

丹

公

公

に

条
天

第
積

定

定

７

」

項

海

海

海

、

第
売

７

道

道

道

道

を

７

告

告

告

告
条

を

」

第

示

示

示

示
第
第

第

第

第
４

第

条

項

７

第

第

２
」

条

７

４

号

号
に

第

条

項
号

号

改

４

第

」

日

高

寒

高

網
め

項

４

に
日

暑
」

め
山

別

山

走
る

」

項

改

定

改

に

る
脈

天

脈

国
。

に

海

裳

公

め

改

。
襟

売

襟

報

道
第

第
第
」

条
示
項

７
告
３

第

を

４

７

」

第

項
号 脈

４

め
山
第

改
高
条

に
日

尻

条

を

園

焼

」

。
襟
項

る

加

に

る

す

定
法

６

え

関

国
同

第 」

。

る

公
第

項 を
公

園

園

に
条

る
項

法
業

す
６

同
事

関
第

条
部

園
を

７
一

公
」

第
の

第
決

事

尻

焼

焼

６
定

業
同

尻 定

定

法

法

法
国

国

同

同

同
公

公

第

第

第
園

園

関

関

第

第

第
に

に

条

条

条
る

る

項

項

項
す

す

４

４

６
園

園

を

を

を
公

公

」

」

」
事

事

焼

条
小

園

園

業

業

同

同

同

第
樽

に

に
４

法

」
国

６
海

関

関

同

項
尻

国

る

る

第

を
定

項
岸

す

す

公

」

同
園

に
定

公

公

事

事

第

法
に

改
公

園

園

条
す

る
に

業

業

３

第
関

め
園

決

」

条
る

。
関

の

の

項

７ ６
園

る

定

定

を

第
公

す

決

項
事

公

）

）

る

め
裳

焼

」
業

園

中

中

同

定

国

定

に

。

る
国

尻

国

園 る

園

公

園

す

公

定

公

関

。
関

す

園

関

に

関

公

に

園

に

の

公

る

公

業

る

す

る

事

す

事

業

部

事

園

事

一

園

公

園

改
国
に
裳

定

の

業

の

決

業

るす関に
。
園
る
公
め
定 公

号

園

外

事

第

の業

部
７

」
中

一
第

項
）

の
法

に

第

改

決

第

条

め

定

第
の

の

法

法

法

条
、

）
６

条
部

部

７

７

７
一

一

第

第

６

定

定

第

第

第
決

決

条

条

に
の

事

法

６

）
６

）

８

改
一

業

第

第

第

め
部

の 定

第

第

第

る
決

決

条

条

条

決

の

一

３

３

）
４

）

。
定

部

）

決

中

定

一

部

）

定

）

第

決

中

定

決

条

中

）

第

定

号

中） 第



項

条
平
」
条
平
条

平

成

成

第

を
第

第

成

４

４

３

年

年

項

第
項

項

年

北

北

」

７
」

」

４

海

海

を

条
を

を

月

道

道

第

１

同

４
同

第

８

９
３
平

平

平
」

更

第

中

中

項

）
平

９

成

成

中
成
項

第

第
成
を

９

９

６
」

７

年

年

第
年
を

条

条
年
第

北

第

第
北

北

北

第

海

海

条
海
第

３

３
海
条
告
４

道

道

第
道
７

項

項
道

更

４

５

６

７
３
告
条

」

」

４

に

成

項
昭
関
昭
の
昭
第
平

和

和

」

す

概
和
条
６

を

る

要

年

年
公

）
年
第
年
項
海

北

北

同

園

中
北
３
北

海

海

法

事

海
を
告

道

道

第

業

第
道
」
道

告

４

４

１

２

３

７

の

和
７

昭
第
項
昭
第
項
昭
第 条

和

和

７
」

７
」

条
を

条
を

年

年

第

第

年
第

海
項

北

北

４
同

４
同
北
４

」
第
道
」

海

海

項
法

項
法

に
７

に
７
告
に

道

道

」
第

。
成

和
る
平

昭
す正

年

告

日

告

１

道

月

海

４

北

年

告

日

第

」
第

条

示

示

法

項
法

７

第

第

火

７

に
７

第

曜

条

、
条

４

号

号

日

第

第

項

）

６

同
６

」

」

、

走

高

項

法
項

に

網

日
に

国

山

」

第

に

め

法

公

襟

改

条
改

同

定

脈

に

国

る

３
る

第

園

裳

め

第

。

項
。

示

項
示
第

を

を
示
項

告

告

第

第

」
第
４

第
」

示

に

項

第

第

を

、

」

７

７

第
号
に

条

条
号

号

号

７

改

第

第

同

セ

条
網
め

４

４
網
法

ニ

ニ

コ

コ

第
走
る

項

項
走
第

セ

４
国
。

」

」
国

丹

丹

項
定

に

に
定
条

積

積

園
３

小

小

」
公

改

改
公
第

る

る
に
項

樽

樽

に
園

め

め

告

告

改
に

示

示

条

一

条
示

示

第

第

第

部

第
第
第
第
７

６

変

３

条

項

更

項 を

４

」

の

」
号
第
号

号

号

に

概

改

要

ニ
項
ニ

自

ニ

公

コ

め

）

第
セ
」
セ

然

セ

改
積

園

積

る

中

７
コ
に
コ

。

条
積

小

の

小
第

第
丹
め
丹

法

丹
４
小
る

、

告

告

条

項
樽
。
樽

規

樽

第

第
第

示

示

、
条

、
条
示

第

第

同

同
６

同
６

法

法
項

法
項

第
」

第
」
号
第

号

号

に

に

定

定

条
改

条
改
国
条

国

国

公
３

公

公

第
め

第
め
定
第

項
。
園
項

園

園

３
る

３
る

公

公

」

」

の
」

の

の

項
。

園

園

園

を

を

公
を

第示 号

関

定

事園公の園公定国

３

る

園

を

第

す

公

」

条

事

す

法

」

園

関

同

項

公

に

８
業

る

第

を

更

事

第

法

変

園

条

同

の

公

４

第

北

第
変

」

条
の

中
項

８
業

）
に

。

。
関
」

海

海

、

４
更

第

国

国

る
す

す
を

岸

岸

め
関
。
る

る

園

園
法

公

公

公

公
同

定

定

業

業
８

に

に

事

事
第

園

園

一

変
第

す

す

の

の
条

関

関

変

）
項

公

公

部

更
４

る

る

）

に

事

事

更

中
」

園

園

」
海

海

定

海

中

第
、

業

業

国

基

国
３

に
岸

岸

に

岸
第

公
」

め
定

定

づ

定
項

改
国

。
園

園

ニ

園
を

る
公

公

く
７

公

関

コ

関
第

の

に

セ

に
第

事

る

丹

る
条

園

す

積

す
項

の

園

樽

園
４

業

公

小

公
に

部

業

岸

業
」

一

事

海

事

業
法

業

業

同

同

事
同

事

事

一

一

第

第

の
第

の

の

法

法

条

条

部
条

部

部

８

８

一
８

更
４

更

更

第

第

変
第

変

変

中

中

項

項

）
項

）

）

４

４

に

に

に

」

」

中
」

、

、

第
、

第

第

第
法

第

第

同

同

条
同

条

条

海

更

北

変部一の業

法

法

を

堀

部一

事

の

知

等

道

） の次

海

項
）

法

に

第
同

」
中

条 ３
第

第
、

公道

の

の

更

更

第
法

第

条
同

変

変

改

変

の

国

の

条

）

）

３
第

る

）

部

公

部
め

更

一

定

一
可

中

１

２

３

園
。
変

中

変

平
第
平
基
平
準

第
成

成

成
条

の 例

第

年

年

年
第

特

条

北

北

北

項

第

第

３
第

３

３

海
項

）

項

項

を
第

を
第

条

条

」
条

」

」

一

を
第

北

平
部

海

を

成
を
平

道

平

同

次
成

告

成

法

年
の

示

昭
第

北
よ
年

第

海
う
４

年
和
８条

北

道
に
月

改

也

にう

達

よ

海
年
第

３
第

法
成
第
法

同
平
条
同

第
年
項

第
海
を
第

条
北
」
条

報

海

海 告

告
を

」
道

道

道
」

中

項
告示

示

示

第

を
第

第

第
第

条

第

号
条

第

条
号

号
第

項

第

網

大

ニ

走
項

」

に

」
国

コ

国
」

を

項
沼

セ

定

改
公

丹

公
改

第

に
定

積

園
め

号

項

示
正
日

道
」
６

告
改
１

る

示
、
」

第
す

告
に
第

に
第
、

号
。

第
法

走

条
同

網

号

定

走
４
第

国

網
項

特

公
を
第

園

定
」
条

公

国

６

４
道

４
園

条
を

」
示
７
」

項
告
第
項

第

を
第
４
同

同 第

」
第

法
号
項
法

山

第

条
高
、
条

７
日
に
７

第 項
襟
法
項

６
脈
同
６

第外号

第

る
特

樽

特
る

条

め
園

小

。
別

海

別
。
地

内

定

内

」
域

国

域

項
地

岸
め
お

園

北
お

改
に

公

に

に 。
る

別

道
る

る
け

特

海
け

内

許

為

域

事
為

行

地

知
行

に
第
項

別

基

可

に

堀
可

許

第

内

す
条
を

域

関
７
」

地 け

園
項
法

お

公
４
同

に

る
、
条

行

業
に
７

る

事
」
第 第

為

の

基

）
法
項

可

更
同
６

許

変

に

準

中
第
」

に

」
裳
第
」

に
国

３
る

め
公
第
め

改
定
条
改

す
を

関
」

。
に
項
。

る
園 る の

条
業
８
事
第

園
法
公
同

号

達
特

の

る

の

準

け

準

基

お

中

許

）

也
）

例

為

例

特

行

条
改

の

第
め

特

項
。

）

和
４
る

例

昭
」

等

）
項
更
４

変
第

」
を

の

年

に
中
」
第
、



日曜金・火週毎

成平 １月４年

行発

日 ）日曜火

金料読購

北

額月は）もと料送 ）円

報公道海

海
北
北
富

行
集
刷

発
編
印 ト

海
部
ン
務
リ
総
プ
道

士
法

第外号

道
課
社

書
会

文
式
制
株

号


